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木造住宅耐震化の手順 
支援等の対象となる住宅を将来どうするのか 

 

はい                       はい 

                         

 
容易な耐震診断の 

対象住宅でない 

調査ができない 

 

 

 

はい                  はい     いいえ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      はい 

 

 

除   却 未   定 改修し居住 

容易な耐震診断調査 
３・６ページ参照 

『倒壊の危険性あり』 

耐震診断調査 
３・４ページ参照 

『倒壊する可能性が高い』 

容易な耐震診断調査

による除却工事 
３・２０ページ参照 

除却工事着手は２・３週間後  

除却工事 
３・１８ページ参照 

除却工事着手は２・３か月後  

補強計画 
３・１２ページ参照 
『補強計画に基づいて 

補強工事を実施する』 

除却・補強等 

支援対象外 

補強工事 
３・１４ページ参照 

『補強計画に基づいて 補強工事を実施する』 

リフォーム工事 
３・１６ページ参照 

『耐震補強工事と同時に機能及び性能向上等する工事を行う』 
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耐震診断 ４ページをご覧ください 

鈴鹿市が木造住宅の耐震診断を無料で行っています。 

補強工事等を検討されている方はご利用ください。 

１棟・１回限り（市が実施する耐震診断を受けていないこと） 

 

容易な耐震診断調査 ６ページをご覧ください 

  容易な耐震診断調査票を使って、自ら実施する耐震診断です 

  除却工事を検討されている方はご利用ください。 

 

補強計画 １２ページをご覧ください 

  「倒壊する可能性が高い」と診断等された木造住宅の補強計画 

  一般診断法の場合           上限１８万円を補助 

  （原則、内装仕上げ等はそのままで診断を行う） 

  精密診断法の場合           上限３４万円を補助 

  （内装仕上げ等を一部撤去するなど、精度の高い診断を行う） 

  １棟・１回限り（過去に本制度を利用して補強計画を行っていないこと） 

 

補強工事 １４ページをご覧ください 

  補強計画に基く補強工事   上限１５７．５万円を補助 

  １敷地・１回限り（過去に本制度を利用して補強工事を行っていないこと） 

 

リフォーム工事 １６ページをご覧ください 

  補強工事と同時に行うリフォーム工事  上限２０万円を補助 

 

除却工事 １８ページをご覧ください 

  「倒壊する可能性が高い」と診断された木造住宅の除却工事 

                     上限２０万円を補助 

  １敷地・１回限り（過去に本制度を利用して除却工事を行っていないこと） 

 

容易な耐震診断調査による除却工事  
２０ページをご覧ください 

  「倒壊の危険性あり」と判断された木造住宅の除却工事 

                     上限２０万円を補助 

  １敷地・１回限り（過去に本制度を利用して除却工事を行っていないこと） 

 


